
令和７年度 中野区立（公設民営）学童クラブ利用申請 電子申請入力マニュアル 

【利用申請フォームについて】 

・利用申請については以下のリンクより申請をお願いいたします。 

令和７年度 中野区立（公設民営）学童クラブ利用申請（令和７年３月１日以降） 

（https://logoform.jp/form/Trw5/929119） 

・利用にあたり、LoGo フォームの新規アカウント登録が必須となります。 

 

 

【申請についての注意事項】 

・このフォームは令和７年４月１日以降入会（受付期間：令和７年３月１日（土）８

時 30 分から令和８年３月 31 日（火）17 時まで）の申請フォームになります。 

・申請完了までに平均 20 分から 30 分程度かかります。申請期間、時間に余裕を持っ

て申請してください。 

・申請フォームの下部に「入力内容を一時保存する」というボタンがありますが、場

合によっては保存されていた申請内容が消えてしまう場合があります。必ず消えてし

まうということではありませんが、なるべく一時保存をせずに申請を送信してくださ

い。 ご不便をおかけしますが、ご了承のうえ申請を進めてください。 

・複数の利用児童がいる場合は、利用児童ごとに申請を行う必要があります。 

 

【申請にあたって用意するもの】 

保護に欠ける状況を証明する書類の添付が必須となります。下表を元にご用意くださ

い。 

＊その他証明書については、中野区立（公設民営）学童クラブ利用者募集要項の 17ペ

ージを参考にご用意ください。 

https://logoform.jp/form/Trw5/929119
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/gakko/ibasyo/gakudou/r6gakudoclub-annai.files/r7riyousyabosyuu.pdf


保護者の状況 申請に必要な書類 

就労 就労証明書 

就労（変則） 就労証明書、勤務実績表等 

就労（自営等） 就労証明書、就労等実績申出書、その他証明書 

就学等 申出書、在学証明書、カリキュラム等 

疾病 申出書、診断書 

障害 申出書、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

の写し 

看護等 就労等実績申出書、その他証明書、申出書 

 

【各種証明書等のデータ添付について】 

・就労証明書、就労等実績申出書、申出書、診断書は学童クラブ申請用をご使用くだ

さい。必要に応じて区ホームページからダウンロードしてください。 

（https://www.city.tokyo-

nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/gakusyu/r7gakudoriyo.html） 

・一つの添付ファイルの容量上限は 10MB、一回の回答全体の添付ファイルの容量上限

は約 100MB です。 

・ファイルの形式は問いません。 

 

Q９．保護者（１人目） ※申請者 

・児童の保護に当たれない理由を選択後、【申請にあたって用意するもの】を参考に添

付してください。 

・就労先が複数ある場合は「はい」を選択のうえ、２か所目の就労先の証明書類も添

付してください。 

・離婚調停中の場合は、離婚調停にかかる事件係属証明書や期日通知書の写し等を添

付してください。 

 

Q10．保護者（２人目） 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/gakusyu/r7gakudoriyo.html
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/gakusyu/r7gakudoriyo.html


・Q９と同様に入力及び添付してください。 

 

【修正依頼について】 

・入力いただいた内容に不備や修正箇所が見つかった場合、ログイン時にご登録いた

だいたメールアドレス宛てに、【要対応】申請内容のご修正のお願い - 令和７年度 

中野区立（公設民営）学童クラブ利用申請（令和７年３月１日以降）[受付番号:○○

○○○]というタイトルのメールを送付します。 

 

・メールに記載されている URL を開くと以下の画面が出てくるので、内容をご確認の

うえ、修正ボタン（青いボタン）より修正をお願いいたします。 
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・システム上、入力フォームの全てが表示されますが、修正箇所のみの修正をお願い 

いたします。誤って他の項目を修正しないようご注意ください。 

 

・必要に応じて電話連絡をしますのでご対応をお願いいたします。 

・ご自身で修正箇所や不備を見つけた場合には以下の問い合わせ先にご連絡をお願い

いたします。連絡を受けた後、修正依頼のメールをお送りいたします。 

 

【問い合わせ先】 

中野区 子ども教育部 育成活動推進課 学童クラブ事業係 

電話：０３－３２２８－８８８４ 

電子メール：tiikikodomotyousei@city.tokyo-nakano.lg.jp 


